
（第17951号）東 京 都 公 報令和5年11月27日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
（
二
件
）
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部

建
築
指
導
課
・
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
�

告

示
（
消
）

○
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
変
電
設
備
等
の
基
準
の
一
部
改
正
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

令
和
四
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告
…
…
…
…
…
…
…

（
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

文
京
区
後
楽
一
丁
目
一
番
二
十
四
、
同
番

三
十
六
、
同
番
五
十
二
、
同
番
五
十
四
、

同
番
七
十
三
、
同
番
七
十
六
、
同
番
百
十

八
、
同
番
百
三
十
六
か
ら
同
番
百
三
十
八

ま
で
、
四
番
九
十
七
、
同
番
百
七
、
同
番

百
九
、
同
番
百
三
十
五
、
同
番
百
三
十
七
、

同
番
百
四
十
、
同
番
百
四
十
一
、
同
番
百

四
十
三
か
ら
同
番
百
四
十
五
ま
で
、
同
番

百
四
十
八
か
ら
同
番
百
五
十
二
ま
で
、
春

日
一
丁
目
一
番
百
十
、
同
番
百
二
十
九
か

ら
同
番
百
三
十
五
ま
で
、
同
番
百
三
十
八
、

同
番
百
三
十
九
及
び
同
番
百
四
十
四

令
和
五
年
十
一
月

二
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

清
瀬
市
野
塩
一
丁
目
三
百
九
十
一
番
、
野

塩
二
丁
目
三
百
八
十
七
番
二
、
同
番
四
十

九
、
同
番
四
十
九
地
先
、
同
番
五
十
、
同

番
五
十
一
、
三
百
九
十
二
番
一
か
ら
同
番

七
ま
で
、
三
百
九
十
九
番
、
四
百
一
番
一

か
ら
同
番
三
ま
で
、
四
百
四
番
一
、
四
百

十
番
一
、
同
番
二
、
四
百
二
十
番
一
、
四

百
二
十
三
番
一
、
同
番
二
、
四
百
五
十
番

二
、
四
百
五
十
五
番
、
四
百
五
十
八
番
、

四
百
五
十
九
番
、
四
百
六
十
一
番
、
四
百

六
十
四
番
一
、
四
百
七
十
四
番
一
、
四
百

七
十
五
番
、
四
百
七
十
六
番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
四
百
八
十
七
番
一
、
四
百
八
十

八
番
一
、
四
百
八
十
九
番
、
四
百
九
十
四

番
一
、
四
百
九
十
八
番
、
五
百
番
一
、
五

百
一
番
一
、
五
百
七
番
、
五
百
十
番
、
同

番
二
、
五
百
十
一
番
、
五
百
十
二
番
及
び

五
百
十
五
番
三

令
和
五
年
十
月
二

十
七
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十

五
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、



令和5年11月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第17951号） ２
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
広
町
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17951号）東 京 都 公 報令和5年11月27日（月曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十

七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
広
町
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和5年11月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第17951号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
月
島
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ

の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17951号）東 京 都 公 報令和5年11月27日（月曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
五
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
大
森
西
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和5年11月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第17951号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
四
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
月
島
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17951号）東 京 都 公 報令和5年11月27日（月曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
東
芝
町

及
び
武
蔵
台
一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和5年11月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第17951号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

こ
の
関
係
図
書
は
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務

所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

町
田
市
本
町
田
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
六
号
と
を
結
ん
だ
線
に
囲

ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

町
田
市
本
町
田
字
乙
十
二
号

三
六
六
一
番
一

一
号

三
六
五
六
番

二
号

三
六
五
七
番

三
号

三
六
六
〇
番

四
号

三
六
三
八
番
一

五
号

三
六
六
四
番
四

六
号
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告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
７
号

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
変
電
設
備
等
の
基
準
（
昭
和
５０年

１０月
東
京
消

防
庁
告
示
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
１１月

２７日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

吉
田

義
実

前
文
中
「
、
第
１２条

第
２
項
並
び
に
第
１３条

第
２
項
」
を
「
並
び

に
第
１２条

第
２
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
次
に
「
及
び
第
１３

条
第
６
項
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
西
平
山
一
丁
目
三
番
十
二

の
一
部
、
同
番
十
二
地
先
、
四
番

五
の
一
部
、
同
番
五
地
先
並
び
に

同
番
四
十
七
及
び
六
番
九
の
各
一

部
、
同
番
九
地
先
、
同
番
十
四
の

一
部
、
同
番
十
四
地
先
並
び
に
同

日
野
市
平
山
五
丁
目
二
十
一
番

地
の
九

簱
野
佐
惠
子

日
野
市
平
山
五
丁
目
二
十
一
番

地
の
九

簱
野

洋

番
十
五
及
び
同
番
十
六
の
各
一
部
、

同
番
十
七
並
び
に
同
番
十
九
、
七

番
八
及
び
同
番
十
一
の
各
一
部
、

同
番
十
一
地
先
並
び
に
同
番
十
二

及
び
同
番
十
三
の
各
一
部
、
同
番

十
四
、
同
番
二
十
一
か
ら
同
番
二

十
七
ま
で
、
同
番
二
十
八
か
ら
同

番
三
十
二
ま
で
の
各
一
部
、
同
番

三
十
三
、
同
番
三
十
四
、
同
番
三

十
五
の
一
部
、
同
番
三
十
六
か
ら

同
番
六
十
三
ま
で
、
同
番
六
十
四

の
一
部
並
び
に
同
番
六
十
五
か
ら

同
番
六
十
八
ま
で
（
第
二
工
区
）

東
大
和
市
中
央
三
丁
目
九
百
六
番

二
の
一
部
、
同
番
二
地
先
、
同
番

三
、
九
百
七
番
二
、
九
百
十
番
一

か
ら
同
番
三
ま
で
の
各
一
部
、
同

番
四
及
び
九
百
四
十
二
番
五
の
一

部

東
大
和
市
中
央
二
丁
目
八
百
六

十
六
番
地
の
一

肥
沼

由
一

立
川
市
西
砂
町
一
丁
目
二
十
八
番

二

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

雑

報

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
令
和
四
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
地
方
独
立
行
政
法

人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ

ン
タ
ー

理
事
長

黒

部

篤
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